
※証明関係手続き一覧：http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html 在タイ日本国大使館領事部

種類 可否

在留証明（和文）

※日本国内で使用
可 郵便申請依頼書 在留証明願 旅券（写）※人定事項及び査証頁

現住所を証明する書類の写し
（住宅賃貸借（購入）契約書等）

戸籍記載事項証明

※タイ国内で使用
可 郵便申請依頼書 証明発給申請書（領事出張サービス用） 旅券（写）※人定事項及び査証頁

戸籍謄本の写し

※氏名等に必ずフリガナを付けて下さい。

運転免許証抜粋証明

※タイ国内で使用
可 郵便申請依頼書 証明発給申請書（領事出張サービス用） 旅券（写）※人定事項及び査証頁 運転免許証の写し

公的年金受給証明

※タイ国内で使用
可 郵便申請依頼書 証明発給申請書（領事出張サービス用） 旅券（写）※人定事項及び査証頁

受給年金額の記載のある公的年金書類の
写し

在留届出済証明

※タイ国内で使用
可 郵便申請依頼書 証明発給申請書（領事出張サービス用） 旅券（写）※人定事項及び査証頁 ※在留届を提出していることが条件

翻訳証明 否

印鑑証明 否

署名証明 否

印章証明 否

遺骨証明 否

警察証明 否

渡航書申請 否

パ
ス
ポ
ー
ト

旅券申請
　１０年用
　　５年用
　　５年用（１２歳未満）

一
部
可

パスポートの切替・新規発給のみが対象（その他の処理はパスポート現物をお預かりする必要があるため郵送申請は不可）

＊事前に旅券発給申請書の請求手続き等がありますので、まずは大使館へお問い合わせ下さい。

【否の理由】主に紛失、盗難被害の場合に発行するものであり、大使館にお越し頂き対応している

【否の理由】申請時に印章の印影が真正であることを証明する文書の原本が必要となるため。

【否の理由】申請時に御遺骨をお持ち頂く必要があるため。

【否の理由】申請時に必ず申請者本人がお越し頂く必要があるため。

必要書類

領事出張サービス：郵便申請可否及び必要書類一覧表　

【否の理由】申請時に翻訳証明の対象となる文書の原本が必要となるため。

【否の理由】申請時に①捺印する文書の原本を申請人本人がお持ち頂く必要となるため。②印鑑が必要となるため。

【否の理由】申請時に大使館領事担当官の面前で署名をして頂く必要があるため。

証
明
書


